
「Coincheck 利用規約」の一部改正について 

下 線 部 変 更 

（2017年７月31日） 

現 行 変更後 

第３条（登 録） 

１～３   （省 略） 

４ 当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事

由に該当する場合は、登録を拒否することがありま

す。 

(1)～(3)    （省 略） 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

(4)    （省 略） 

５～６   （省 略） 

 

2017年５月１日 

 

第３条（登 録） 

１～３   （現行通り） 

４ 当社は、登録希望者が、以下の各号のいずれかの事

由に該当する場合は、登録を拒否することがありま

す。 

(1)～(3)    （現行通り） 

(4) 他の仮想通貨交換業者等の役職員である場合（当

社が認めた場合を除きます。） 

(5) 仮想通貨交換業を営んでいる又は営む予定の法

人である場合（当社が認めた場合を除きます。） 

(6)    （現行通り） 

５～６   （現行通り） 

 

2017年７月31日 

 

 


